
広域地方計画における広域連携プロジェクトと取組推進PTの関係整理①

【取組推進プロジェクトチーム（以下「推進ＰＴ」）の目的】

推進ＰＴは、広域地方計画に定められた１３の広域連携プロジェクトを推進するため、各プ

ロジェクトに記載された取り組み項目のうち、緊急性や重要性が高く、また関係機関の合意

が得られたものについて、参加機関により計画期間内に取り組む目標（推進計画等の策定

及び成果目標等）を定めるための調査・検討を行う。

なお、推進ＰＴで検討する取り組みについては、各プロジェクトの中で関連性の高く、同推

進ＰＴにおいて調査・検討することが取組の推進に繋がるものについては、調整可能な範囲

で取り込み検討する。

【広域連携プロジェクトと取組推進ＰＴの関係（イメージ）】

[主要な施策]
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【推進ＰＴの取り組み内容】

①取り組み項目における推進計画等の策定

②取り組み項目における成果目標の設定

③策定された計画や成果目標等に対する参加機関の役割分担等の把握

④策定された計画や成果目標等に対する進捗管理（フォローアップ）

広域地方計画における広域連携プロジェクトと取組推進PTの関係整理②

【推進ＰＴの位置づけ】

①推進ＰＴは東北圏広域地方計画協議会検討会議・幹事会の下に位置付ける。

②推進ＰＴは取り組み内容等を幹事会に報告し、取り組みの検討や推進に必要な助言等

を受けるものとする。

③推進ＰＴは社会的な要請（国等による新たな指針等の策定など）により、構成機関の発議

によって、参加機関の賛同を得て設立するものとする。
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広域地方計画における広域連携プロジェクトと取組推進PTの関係整理③

【広域連携プロジェクトのモニタリング指標と推進PTでの検討との関係】

①広域連携プロジェクトのモニタリング指標は幹事会において検討し選定する。

②推進ＰＴでの検討の結果、進捗管理が可能な目標（指標）が設定できた場合は、広域連携

プロジェクトのモニタリング指標に加えることも想定。

【推進ＰＴの主査機関の役割】

①構成機関からの参加機関を募り、参加機関との調整により推進ＰＴの取り組み内容を

取りまとめる。

②主査機関は、広域地方計画協議会幹事会に推進ＰＴの活動内容等を報告する。

（年１回～２回を想定）

③主査機関は推進ＰＴの目的を達成するため、参加機関との調整・連携を密に行うと共に、

推進ＰＴの運営を主体的に行うものとする。

また、主査機関は、参加機関以外の構成機関に対して、情報の共有化を図る。
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